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質
　
問

　

当
市
の
指
定
管
理
者
制
度
は
、

ど
の
よ
う
に
業
者
選
定
を
行
っ
て

い
る
か
。

企
画
部
長

　

原
則
、
公
募
と
い
う
形
に
な
る

が
、
施
設
の
目
的
や
業
務
内
容
に

よ
っ
て
公
募
に
馴
染
ま
な
い
も
の

は
、任
意
指
定
と
い
う
こ
と
で
行
っ

て
い
る
。
各
施
設
で
、
指
定
管
理

者
選
定
委
員
会
を
立
ち
上
げ
、
そ

こ
で
審
査
し
、
最
終
的
に
議
会
で

議
決
す
る
。
現
在
、
41
施
設
の
う

ち
18
施
設
に
つ
い
て
は
任
意
指
定

と
い
う
形
で
行
っ
て
い
る
。

質
　
問

　

指
定
管
理
者
の
管
理
運
営
に
対

す
る
評
価
は
。

企
画
部
長

　

利
用
者
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、

実
績
報
告
書
の
確
認
、
ま
た
は
実

地
を
直
接
確
認
し
て
、
各
担
当
課

で
評
価
を
行
っ
て
い
る
。

質
　
問

　

市
で
管
理
し
た
方
が
よ
い
と
判

断
し
た
場
合
、
も
う
一
度
管
理
を

戻
す
考
え
は
。

海
部
地
方
の
消
防
広
域
化
は

今
後
の
指
定
管
理
者
制
度
は
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質
　
問

　

平
成
18
年
消
防
組
織
法
改
正
以

降
、
消
防
の
広
域
化
は
、
全
国
的

に
見
て
進
め
ら
れ
た
自
治
体
も
あ

る
が
、
平
成
24
年
度
末
の
期
限
が

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
広
域

化
が
進
ん
で
い
な
い
よ
う
だ
。
海

部
地
方
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
も
こ

の
消
防
の
広
域
化
を
見
据
え
て
行

わ
れ
て
き
た
と
思
う
が
、
当
地
域

海
部
地
方
の
消
防
の
広
域
化
に
つ

い
て
、
今
ま
で
の
経
緯
と
今
後
に

つ
い
て
尋
ね
る
。

消
防
長

　

20
年
3
月
に
愛
知
県
消
防
広
域

化
推
進
計
画
が
策
定
さ
れ
、
20
年

度
に
消
防
長
、
総
務
部
長
が
参
加

し
、
勉
強
会
を
行
っ
た
。
21
年
度

以
降
は
、
メ
リ
ッ
ト
や
課
題
等
、

具
体
的
な
項
目
に
つ
い
て
担
当
者

会
議
等
を
23
年
度
ま
で
17
回
実
施

し
た
。

　

24
年
以
降
は
、
28
年
5
月
が
期

限
と
さ
れ
た
消
防
救
急
無
線
の
デ

ジ
タ
ル
化
に
向
け
て
指
令
セ
ン

タ
ー
や
無
線
設
備
の
協
議
が
開
始

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
広
域
化
に

関
す
る
協
議
は
、
行
わ
れ
て
い
な

い
。
デ
ジ
タ
ル
無
線
機
器
整
備
事

業
を
終
了
し
た
後
、
消
防
の
広
域

化
に
つ
い
て
協
議
を
再
度
始
め
る

考
え
だ
。

質
　
問

　

広
域
へ
の
枠
組
み
に
つ
い
て
は
。

消
防
長

　

こ
の
5
月
に
市
町
村
の
消
防
の

広
域
化
に
関
す
る
基
本
指
針
が
改

正
さ
れ
、
実
現
期
限
が
平
成
30
年

4
月
ま
で
と
5
年
間
延
長
さ
れ
た
。

　

海
部
地
方
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー

で
通
信
業
務
を
共
同
運
用
す
る
海

市
　
長

　

当
然
そ
の
目
線
で
今
後
検
証
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
行
政
は

民
間
企
業
と
違
い
、
民
間
で
行
う

こ
と
の
で
き
な
い
事
業
・
サ
ー
ビ

ス
を
担
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
。

あ
ら
ゆ
る
方
法
を
考
え
な
が
ら
、

今
後
検
証
し
て
い
く
。

部
地
方
5
消
防
本
部
の
枠
組
み

で
、
広
域
化
が
実
現
で
き
る
よ
う

今
後
協
議
を
進
め
て
い
く
。




